
お 問 い 合 わ せ 先
新潟県就学支援金等支給事務センター（新潟県教育庁財務課内）

〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地１

電話 025-280-5143、025-280-5097

（受付時間：９時～１７時（土日祝日を除く））

検索
奨学のための給付金（家計急変
世帯対象） 新潟県

♦詳細は新潟県ＨＰでご確認ください♦

① 新型コロナウイルス感染症の影響などで保護者（主に両親）の収入が減少し、保護者
それぞれの住民税が非課税相当※となった世帯（生活保護（生業扶助）受給世帯は対象外）

※ 保護者それぞれの年収見込額等が下の表の基準額以内になることをいいます。
② 生徒が高等学校等就学支援金の受給資格者であること

（高等学校等に在学した期間が通算して３６月（定時制・通信制は４８月）を超えないこと。）
③ 保護者等が新潟県内に在住していること

基準日（申請日等で変わります）において次のすべての要件に該当する世帯が対象です。

扶養親族人数
（扶養している配偶者・
子・父母等の人数）

年間収入基準額
(給与所得者世帯）

年間所得基準額
（給与所得者以外の世帯）

０人 100万円未満 45万円未満
１人 170万円未満 112万円未満
２人 221万円未満 147万円未満
３人 271万円未満 182万円未満
４人 321万円未満 217万円未満

寡婦及びひとり親の場合等
（扶養親族2人以上を除く） 204万円未満 135万円未満

＊この表以上に扶養人数がいる場合はお問い合わせください。

収入のある保護者
がそれぞれ、この
表の基準額未満で
あることが要件です。

新型コロナウイルス感染症の影響などで、保護者（主に両親）等
の収入が減少したことにより家計が急変した世帯を対象とします。
※９月頃ご案内予定の通常申請には該当しない（令和４年度の住民税所得割額は非課税で
はない）が、所得が減少して非課税世帯相当まで家計が急変した世帯が対象です。

【申請書類等入手方法】在学する学校事務室で入手してください。

【提出期限】毎月月末〆（最終〆切は令和５年１月末です。）

【提出場所】在学する学校事務室

奨学のための給付金受給申請書
家計急変の発生事由証明する書類
家計急変前の収入を証明する書類
家計急変後の収入を証明する書類
扶養親族の人数・年齢の確認書類
振込口座登録申込書書類（必要者のみ）

＜対象となる世帯（対象要件）＞

＜対象となる申請書類＞
＜生徒一人あたりの支給額＞ 家計が急変した月や申請日により支給額は異なります。

R４新潟県国立高等学校等に在学する生徒の保護者の皆様へ 令和４年７月

家計が急変した世帯に対し、授業料以外の教育費を支援するための給付金のご案内です。


貼付データ（3回目）

				世帯別収入基準 セタイ ベツ シュウニュウ キジュン

				　家計急変発生後、1年間の年収見込額を推計し、以下の表で判断する。 カケイ キュウヘン ハッセイゴ ネンカン ネンシュウ ミコミガク スイケイ イカ ヒョウ ハンダン

				【扶養人数別年間収入基準額及び年間所得基準額】 フヨウ ニンズウ ベツ ネンカン シュウニュウ キジュンガク オヨ ネンカン ショトク キジュンガク

				扶養親族人数
（扶養している配偶者・子・父母等の人数） フヨウ シンゾク ニンズウ フヨウ ハイグウシャ コ フボ トウ ニンズウ		年間収入基準額
(給与所得者世帯） ネンカン シュウニュウ キジュン ガク キュウヨ ショトクシャ セタイ		年間所得基準額
（給与所得者以外の世帯）  ネンカン ショトク キジュンガク キュウヨ ショトク シャ イガイ セタイ

				０人 ニン		100万円未満 マンエン ミマン		45万円未満 マンエン ミマン

				１人 ニン		170万円未満 マンエン ミマン		112万円未満 マンエン ミマン

				２人 ニン		221万円未満 マンエン ミマン		147万円未満 マンエン ミマン

				３人 ニン		271万円未満 マンエン ミマン		182万円未満 マンエン ミマン

				４人 ニン		321万円未満 マンエン ミマン		217万円未満 マンエン ミマン

				寡婦及びひとり親の場合等
（扶養親族2人以上を除く） カフ オヨ オヤ バアイ トウ フヨウシンゾク ニンイジョウ ノゾ		204万円未満 マンエン ミマン		135万円未満 マンエン ミマン

				＊この表以上に扶養人数がいる場合はお問い合わせください。 ヒョウ イジョウ フヨウ ニンズウ バアイ ト ア





貼付データ（２回目）

				世帯別収入基準 セタイ ベツ シュウニュウ キジュン

				　家計急変発生後、1年間の年収見込額を推計し、以下の表で判断する。 カケイ キュウヘン ハッセイゴ ネンカン ネンシュウ ミコミガク スイケイ イカ ヒョウ ハンダン

				【扶養人数別年間収入基準額及び年間所得基準額】 フヨウ ニンズウ ベツ ネンカン シュウニュウ キジュンガク オヨ ネンカン ショトク キジュンガク

				扶養親族人数
（扶養している配偶者・子・父母等の人数） フヨウ シンゾク ニンズウ フヨウ ハイグウシャ コ フボ トウ ニンズウ		年間収入基準額
(給与所得者世帯） ネンカン シュウニュウ キジュン ガク キュウヨ ショトクシャ セタイ		年間所得基準額
（給与所得者以外の世帯）  ネンカン ショトク キジュンガク キュウヨ ショトク シャ イガイ セタイ

				０人 ニン		100万円未満 マンエン ミマン		35万円未満 マンエン ミマン

				１人 ニン		204万円未満 マンエン ミマン		125万円未満 マンエン ミマン

				２人 ニン		221万円未満 マンエン ミマン		137万円未満 マンエン ミマン

				３人 ニン		271万円未満 マンエン ミマン		172万円未満 マンエン ミマン

				４人 ニン		321万円未満 マンエン ミマン		207万円未満 マンエン ミマン

				５人 ニン		371万円未満 マンエン ミマン		242万円未満 マンエン ミマン

				＊この表以上に扶養人数がいる場合はお問い合わせください。 ヒョウ イジョウ フヨウ ニンズウ バアイ ト ア





収入基準 (2回目)

		所得基準額表（控除対象配偶者又は扶養親族の人数別所得基準額） ショトク キジュンガク ヒョウ コウジョタイショウ ハイグウシャ マタ フヨウ シンゾク ニンズウ ベツ ショトク キジュンガク

		　家計急変発生後、1年間の年収見込額を推計し、以下の表で判断する。 カケイ キュウヘン ハッセイゴ ネンカン ネンシュウ ミコミガク スイケイ イカ ヒョウ ハンダン

		【扶養人数別所得基準額表】 フヨウ ニンズウ ベツ ショトク キジュンガク ヒョウ

		扶養親族人数
（扶養している配偶者・子・父母等） フヨウ シンゾク ニンズウ フヨウ ハイグウシャ コ フボ トウ		年収見込額(円）a ネンシュウ ミコミガク エン		年収基準(万円）
(給与所得者世帯） ネンシュウ キジュン マンエン キュウヨ ショトクシャ セタイ		所得（万円） c ショトク マン エン		月収（額面）a/4 ゲッシュウ ガクメン		所得基準(万円）
（給与所得者以外の世帯） ショトク キジュン マンエン キュウヨ ショトクシャ イガイ セタイ

		０人 ニン		1,000,000		100万円未満 マンエン ミマン		35		83,333		35万円未満 マンエン ミマン

		１人 ニン		2,042,857		204万円未満 マンエン ミマン		125

新潟県: 35＊２人＋32＝102万円
だが、寡婦又は寡夫の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除くため、上限は125万円
		170,238		125万円未満 マンエン ミマン

		２人 ニン		2,214,286		221万円未満 マンエン ミマン		137		184,524		137万円未満 マンエン ミマン

		３人 ニン		2,714,286		271万円未満 マンエン ミマン		172		226,191		172万円未満 マンエン ミマン

		４人 ニン		3,214,286		321万円未満 マンエン ミマン		207		267,857		207万円未満 マンエン ミマン

		５人 ニン		3,714,286		371万円未満 マンエン ミマン		242		309,524		242万円未満 マンエン ミマン

		○非課税限度額の計算方法
前年中の総所得金額≦35万円×世帯人数（本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計人数）＋32万円（扶養親族等がいる場合）

※年収見込を算出するために、給与所得控除を割り戻して計算。
（４人世帯の計算方法）
・非課税限度額は35万円×4人＋32万円＝172万円
・収入金額をAとすると、72万円＋（A－180万円）×30/100 ＝給与所得控除＝A－172万円
　A＝271.4286万円



		【根拠法令】

		所得税法（抜粋）
第28条　
２　給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
３　前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一　前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合　当該収入金額の百分の四十に相当する金額（当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円）
二　前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合　七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
　　
地方税法（抜粋）
第295条　市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税（第二号に該当する者にあつては、
第328条の規定によつて課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」という。）を除く。）を課することができない。
ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一　生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
二　障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。）



























		【その他】 タ

		⑴　災害等に起因しない離職(定年退職など)は家計急変の対象とはしない。
⑵　収入見込額には退職金、失業手当は含めない。
⑶　会社作成の給与見込み等がなく、給与月額等で推計する場合は、次の計算方法による。
　　３ヶ月の平均給与月額×12月
⑷　自営業の場合も⑶と同様に、3ヶ月の平均収入見込額で推計すること。 サイガイ トウ キイン リショク テイネン タイショク カケイ キュウヘン タイショウ シュウニュウ ミコミガク タイショクキン シツギョウ テアテ フク カイシャ サクセイ キュウヨ ミコ トウ キュウヨ ゲツガク トウ スイケイ バアイ ツギ ケイサン ホウホウ ゲツ ヘイキン キュウヨ ゲツガク ツキ ジエイギョウ バアイ ドウヨウ ゲツ ヘイキン シュウニュウ ミコミガク スイケイ









貼付データ（1回目）

		世帯別収入基準 セタイ ベツ シュウニュウ キジュン

		　家計急変発生後、1年間の年収見込額を推計し、以下の表で判断する。 カケイ キュウヘン ハッセイゴ ネンカン ネンシュウ ミコミガク スイケイ イカ ヒョウ ハンダン

		【世帯別年間収入基準額及び年間所得基準額】 セタイベツ ネンカン シュウニュウ キジュンガク オヨ ネンカン ショトク キジュンガク

		世帯人数
(保護者等＋扶養親族） セタイ ニンズウ ホゴシャ トウ フヨウ シンゾク		働き方 ハタラ カタ		年収見込額(円）a ネンシュウ ミコミガク エン		年間収入基準額
(給与所得者世帯） ネンカン シュウニュウ キジュン ガク キュウヨ ショトクシャ セタイ		所得（万円） c ショトク マン エン		月収（額面）a/4 ゲッシュウ ガクメン		所得基準額
（給与所得者以外の世帯） ショトク キジュン ガク キュウヨ ショトクシャ イガイ セタイ

		２人世帯 リ セタイ		片働き カタバタラ		2,042,857		204万円未満 マンエン ミマン		102		170,238		125万円未満 マンエン ミマン

		３人世帯 ニン セタイ		片働き カタバタラ		2,214,286		221万円未満 マンエン ミマン		137		184,524		137万円未満 マンエン ミマン

				共働き トモ		3,214,286		321 万円未満 マンエン ミマン				267,857		202万円未満 マンエン ミマン

		４人世帯 ニン セタイ		片働き カタバタラ		2,714,286		271万円未満 マンエン ミマン		172		226,191		172万円未満 マンエン ミマン

				共働き トモ		3,714,286		371万円未満 マンエン ミマン				309,524		237万円未満 マン エン ミマン

		５人世帯 ニン セタイ		片働き カタバタラ		3,214,286		321万円未満 マンエン ミマン		207		267,857		207万円未満 マン エン ミマン

				共働き トモ		4,214,286		421万円未満 マンエン ミマン				351,191		272万円未満 マンエン ミマン

		６人世帯 ニン セタイ		片働き カタバタラ		3,714,286		371万円未満 マンエン ミマン		242		309,524

				共働き トモ		4,714,286		471万円未満 マンエン ミマン				392,857





収入基準（１回目）

		世帯別収入基準 セタイ ベツ シュウニュウ キジュン

		　家計急変発生後、1年間の年収見込額を推計し、以下の表で判断する。 カケイ キュウヘン ハッセイゴ ネンカン ネンシュウ ミコミガク スイケイ イカ ヒョウ ハンダン

		【世帯別収入基準】 セタイベツ シュウニュウ キジュン

		世帯 セタイ		年収見込額(円）a ネンシュウ ミコミガク エン		年収基準(万円）
(給与所得者世帯） ネンシュウ キジュン マンエン キュウヨ ショトクシャ セタイ		所得（万円） c ショトク マン エン		月収（額面）a/4 ゲッシュウ ガクメン		所得基準(万円）
（給与所得者以外の世帯） ショトク キジュン マンエン キュウヨ ショトクシャ イガイ セタイ

		２人世帯 リ セタイ		2,042,857		204万円未満 マンエン ミマン		125

新潟県: 35＊２人＋32＝102万円
だが、寡婦又は寡夫の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除くため、上限は125万円
		170,238		125万円未満 マンエン ミマン

		３人世帯 ニン セタイ		2,214,286		221万円未満 マンエン ミマン		137		184,524		137万円未満 マンエン ミマン

		４人世帯 ニン セタイ		2,714,286		271万円未満 マンエン ミマン		172		226,191		172万円未満 マンエン ミマン

		５人世帯 ニン セタイ		3,214,286		321万円未満 マンエン ミマン		207		267,857		207万円未満 マンエン ミマン

		６人世帯 ニン セタイ		3,714,286		371万円未満 マンエン ミマン		242		309,524		242万円未満 マンエン ミマン

		○非課税限度額の計算方法
前年中の総所得金額≦35万円×世帯人数（本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計人数）＋32万円（扶養親族等がいる場合）

※年収見込を算出するために、給与所得控除を割り戻して計算。
（４人世帯の計算方法）
・非課税限度額は35万円×4人＋32万円＝172万円
・収入金額をAとすると、72万円＋（A－180万円）×30/100 ＝給与所得控除＝A－172万円
　A＝271.4286万円



		【根拠法令】

		所得税法（抜粋）
第28条　
２　給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
３　前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一　前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合　当該収入金額の百分の四十に相当する金額（当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円）
二　前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合　七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
　　
地方税法（抜粋）
第295条　市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税（第二号に該当する者にあつては、
第328条の規定によつて課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」という。）を除く。）を課することができない。
ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一　生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
二　障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。）



























		【その他】 タ

		⑴　災害等に起因しない離職(定年退職など)は家計急変の対象とはしない。
⑵　収入見込額には退職金、失業手当は含めない。
⑶　会社作成の給与見込み等がなく、給与月額等で推計する場合は、次の計算方法による。
　　３ヶ月の平均給与月額×12月
⑷　自営業の場合も⑶と同様に、3ヶ月の平均収入見込額で推計すること。 サイガイ トウ キイン リショク テイネン タイショク カケイ キュウヘン タイショウ シュウニュウ ミコミガク タイショクキン シツギョウ テアテ フク カイシャ サクセイ キュウヨ ミコ トウ キュウヨ ゲツガク トウ スイケイ バアイ ツギ ケイサン ホウホウ ゲツ ヘイキン キュウヨ ゲツガク ツキ ジエイギョウ バアイ ドウヨウ ゲツ ヘイキン シュウニュウ ミコミガク スイケイ









所得基準の問題点

		所得基準の問題点 ショトク キジュン モンダイテン

		No		項目 コウモク		検討内容 ケントウ ナイヨウ		結果 ケッカ

		1		家計急変発生日の判断が難しい。

１給料が段階的に下がる場合はいつから家計急変したといえるか。
２自営業者の場合の判断は？ カケイ キュウヘン ハッセイビ ハンダン ムズカ キュウリョウ ダンカイテキ サ バアイ カケイ キュウヘン ジエイ ギョウシャ バアイ ハンダン		・就学支援金の家計急変の場合は、家計急変発生日が明確（失業、破産、災害等）が、今般のコロナの影響は段階的に収入が減少したケールがほとんど。
・7月までに家計急変した場合は全額給付なのに対し、８月以降からは月割りになるため、判断によって差が生じる。
　例：７月家計急変→12,9700円
            8月家計急変→86,466円(8ヶ月分）
・幅広に見ることとするが、わかりやすく説明するためにはどう記載すべきか。 シュウガク シエンキン カケイ キュウヘン バアイ カケイ キュウヘン ハッセイビ メイカク シツギョウ ハサン サイガイ トウ コンパン エイキョウ ダンカイテキ シュウニュウ ゲンショウ ガツ カケイ キュウヘン バアイ スベ ガク キュウフ タイ ガツイコウ ツキワ ハンダン サ ショウ レイ ガツ カケイ キュウヘン エン ガツ カケイ キュウヘン エン ゲツブン セツメイ

		2		自営業者の収入をどう確認するか？ ジエイ ギョウシャ シュウニュウ カクニン		・売り上げ－経費＝収入とするとしても、経費の判断をどうするか？
・帳簿を提出してもらうとしても帳簿の見方は？
（案)「収入算定シート」のようなものに記載してもらい、証明の押印を求める ウ ア ケイヒ シュウニュウ ケイヒ ハンダン チョウボ テイシュツ チョウボ ミカタ アン シュウニュウ サンテイ キサイ ショウメイ オウイン モト

		3		家計急変の確認書類をどうするか。
どこまで出させるか？

家計急変の判断には必要
 カケイ キュウヘン カクニン ショルイ ダ カケイ キュウヘン ハンダン ヒツヨウ		（国通知）
①家計急変の発生自由を証明する書類
　・離職票・雇用保険受給資格者証・解雇通告書・破産宣告通知書・廃業等届出書等
②家計急変前の収入を証明する書類
　・R2年度課税証明書の写し
③家計急変後の収入を証明する書類
　・会社作成の給与見込・直近の給与見込・直近の給与明細・税理士又は公認会計士の作成した書類など
④扶養親族の人数･年齢を確認する書類
　・扶養親族分の健康保険証の写し、扶養親族の記載が省略されていない課税証明書等

⑤その他の書類
　・自営業の場合は帳簿の写し、シフト表 クニ ツウチ カケイ キュウヘン ハッセイ ジユウ ショウメイ ショルイ リショクヒョウ コヨウ ホケン ジュキュウ シカクシャ ショウ カイコ ツウコクショ ハサン センコク ツウチショ ハイギョウ トウ トド デ ショ トウ カケイ キュウヘン マエ シュウニュウ ショウメイ ショルイ ネンド カゼイ ショウメイショ ウツ カケイ キュウヘン ゴ シュウニュウ ショウメイ ショルイ カイシャ サクセイ キュウヨ ミコ チョッキン キュウヨ ミコ チョッキン キュウヨ メイサイ ゼイリシ マタ コウニン カイケイシ サクセイ ショルイ フヨウ シンゾク ニンズウ ネンレイ カクニン ショルイ フヨウ シンゾク ブン ケンコウ ホケン ショウ ウツ フヨウ シンゾク キサイ ショウリャク カゼイ ショウメイショ トウ タ ショルイ ジエイギョウ バアイ チョウボ ウツ ヒョウ		　

		4		家計に係る基準をどうするか？ カケイ カカ キジュン		・収入基準は給与所得者の世帯。
・給与所得者以外の世帯（自営業・農家等） シュウニュウ キジュン キュウヨ ショトクシャ セタイ キュウヨ ショトクシャ イガイ セタイ ジエイギョウ ノウカ トウ

		5







イメージ

		家族構成別非課税相当額イメージ カゾク コウセイ ベツ ヒカゼイ ソウトウ ガク

		世帯 セタイ		家族構成例 カゾク コウセイ レイ		働き方 ハタラ カタ		収入 シュウニュウ				所得（万） ショトク マン		月収（額面） ゲッシュウ ガクメン

		２人世帯 リ セタイ		母、子 ハハ コ		方働き				2,042,857		102		170,238

		３人世帯 ニン セタイ		母、子、子

父、母、子 ハハ コ コ チチ ハハ コ		方働き カタ ハタラ				2,214,286		137		184,524



						共働き トモバタラ		父 チチ		2,214,286		102		184,524

								母 ハハ		1,000,000		100		83,333

		４人世帯 ニン セタイ		父、母、子、子 チチ ハハ コ コ		方働き				2,714,286		172		226,191

						共働き トモバタラ		父 チチ		2,714,286		137		226,191

								母 ハハ		1,000,000		100		83,333

		５人世帯 ニン セタイ		父、母、子、子、子 チチ ハハ コ コ コ		方働き				3,214,286		207		267,857

						共働き トモバタラ		父 チチ		3,214,286		172		267,857

								母 ハハ		1,000,000		100		83,333





所得割額

						非課税限度額 ヒカゼイ ゲンド ガク

				世帯人数 セタイ ニンズウ		所得額
（万円） ショトク ガク マン エン		年収 ネンシュウ

				1		35		1,000,000																非課税限度額 ヒカゼイ ゲンド ガク

				2		102		1,700,000						給与所得基礎控除 キュウヨ ショトク キソ コウジョ						年収 ネンシュウ		給与基礎控除 キュウヨ キソ コウジョ		所得額 ショトク ガク

				2		125		2,042,857				1		180万以下 マンイカ		Ａ×40％				1,700,000		680,000		1,020,000

				3		137		2,214,286				2		180～360万 マン		Ａ×30％+180,000				2,042,857		792,857		1,250,000

				4		172		2,714,286				3		360～660万 マン		Ａ×20％+540,000				5,012,500		1,542,500		3,470,000

				5		207		3,214,286

				6		242		3,700,000

				7		277		4,137,500

				8		312		4,575,000

				9		347		5,012,500







均等・所得割

						非課税限度額 ヒカゼイ ゲンド ガク

				世帯人数 セタイ ニンズウ		所得額
（万円） ショトク ガク マン エン		年収 ネンシュウ

				1		35		1,000,000																非課税限度額 ヒカゼイ ゲンド ガク

				2		91		1,560,000						給与所得基礎控除 キュウヨ ショトク キソ コウジョ						年収 ネンシュウ		基礎控除控除 キソ コウジョ コウジョ		所得額 ショトク ガク

				3		126		2,057,143				1		180万以下 マンイカ		Ａ×40％				1,560,000		650000		910,000

				4		161		2,557,143				2		180～360万 マン		Ａ×30％+180,000				2,057,143		797,143		1,260,000

				5		196		3,057,143				3		360～660万 マン		Ａ×20％+540,000				4,875,000		1,515,000		3,360,000

				6		231		3,557,143

				7		266		4,000,000

				8		301		4,437,500

				9		336		4,875,000

								　









保護者の居住地の都道

府県にお問合せください

該当しません

満額で５０，５００円

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

保護者等の居住地は新潟県ですか？

はい

基準日（申請日の属する月の初日）現在、通学していますか？（休学していない）

はい いいえ

令和４年度の課税証明書等で保護者等全員の「県民税所得割額と市町村民税所

得割額」が０円（非課税）ですか？

いいえはい

基準日現在、生活保護（生業扶助あり）を受給していますか？

世帯に、通信制の高校生等はいますか？（生徒本人も含む）

高校生等以外に扶養されている１５歳（中学生を除く）以上 ２３歳未満の兄弟姉妹がいますか？

いいえ

いいえ

はい

いいえ

世帯に、複数の高校生等がいますか？

満額で１４３，７００円 満額で１１４，１００円

提出書類は、☞３ページ 「５ 提出する書類」

該当しません

生徒が高等学校等就学支援金の受給資格者ですか？
※高等学校等に在学した期間が通算して３６月（定時制・通信制は４８月）を超える場合は該当しません。

はい

通信制高校に通うのは生徒本

人ですか？

申請する高校生等には、高校

生の兄・姉がいますか？

はい いいえ

いいえ

いいえ

９月頃にご案内

する通常申請で

申請してください。

※家計急変世帯

には該当しませ

ん。

家計急変後の保護者全員の年収（所得）見込額等が２ページ「２ 対象となる世帯

（対象要件）」の基準額以内ですか？

該当しません

はい

いいえ
はい

1 対象確認シート

１

令和４年度「奨学のための給付金」（家計急変世帯対象）
申請についてのお知らせ（返済不要の給付金です）

R４新潟県内の国立高等学校等に在学している方向け 希望者のみに配布・提出

◎給付を受けるには、対象となるか確認した上で、申請する必要があります。対象となるか確認した上で

新型コロナウイルス感染症の影響などで保護者の収入が減少したことにより、
家計が急変した世帯に奨学のための給付金を支給します！
奨学のための給付金とは：授業料に充てる高等学校等就学支援金とは別の制度で、授業料以外の教育費
（教科書費、学用品費、修学旅行費など）の負担軽減を目的とした給付金です



２ 対象となる世帯（対象要件)

区 分 全日制

県民税・市町村民税所得割が非課税相当である世帯
※生業扶助受給世帯を除く

第１子 114,100円

第２子以降 143,700円

３ 生徒一人あたりの支給額（年額）【６月末までに家計急変し、9月末までに
申請した場合の額】※７月以降の家計急変や10月以降の申請は月割換算した額となります

２

〇 第１子、第２子の考え方については、１ページ「１ 対象確認シート」で確認してください。

〇 支給回数は、生徒一人につき年１回、通算３回を上限とします。（ただし、年度ごとに申請が必要です。）

① 令和4年1月以降家計が急変し、保護者それぞれが住民税非課税世帯相当＊

となり、家計が急変した世帯（生活保護（生業扶助）受給世帯は対象外です）
＊家計急変後の保護者それぞれの年収見込額等が、下の表の扶養人数に応じた基準額以内であること。

② 生徒が高等学校等就学支援金の受給資格者であること
（高等学校等に在学した期間が通算して３６月（定時制・通信制は４８月）を超えないこと。）

③ 保護者等が新潟県内に在住していること

【注意】ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外です。

・両親またはどちらか一方が海外在住で、保護者等全員の年収等が非課税相当であることを確認できない場合

・生徒に児童福祉法による児童入所施設措置費（見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)）が

支給されている場合

・生徒が基準日（申請日の属する月の初日）において休学している場合

基準日（6月末までに急変した場合は７月１日、それ以降の場合は申請日の属する

月の初日）において、次のすべての要件に該当する世帯が対象となります。

＜収入と所得の違い＞給与所得者（会社員等）の方にとっての「年間収入」とは、給与や賞与などの年間の合
計です。 「所得」とは、年収から給与所得控除を差し引いた後の金額を指します。給与所得者以外（自営業等）
の方にとっての「所得」は、「売り上げ(収入)」から「必要経費・諸経費」を差し引いた金額を言います。

※ ７月以降に家計が急変した世帯で、9月末までに申請した場合は、家計急変の属する月分から当該年度末
(3月分)までの額を給付します。

※ 10月以降に申請した場合は、申請月の翌月分から算定した額を給付します。

４ 申請書の提出

【提出期限】 毎月月末（最終は令和5年1月末です）

【提 出 先】 必要書類を封筒に入れ、学校の事務室へ提出してください。

収入のある保護者
がそれぞれ、この
表の基準額未満
であることが要件
です。

※申請書類には、重要な個人情報がありますので、書類の紛失がないよう十分注意してください。

※提出から２～3ヶ月程度で支給予定です。

【扶養人数別年間収入基準額及び年間所得基準額】

扶養親族人数

（扶養している配偶者・

子・父母等の人数）

年間収入基準額

(給与所得者世帯）

年間所得基準額

（万円）

０人 100万円未満 45万円未満

１人 170万円未満 112万円未満

２人 221万円未満 147万円未満

３人 271万円未満 182万円未満

４人 321万円未満 217万円未満

５人 371万円未満 252万円未満

寡婦及びひとり親等の場

合（扶養親族2人以上を

除く）

204万円未満 135万円未満

https://allabout.co.jp/gm/gc/43916/


３

◆詳細については、留意事項・記入上の注意及び記入例をご覧ください◆

５ 提出する書類

６ 審査結果と支給時期

審査が完了し、認定(不認定)の通知書を学校を通じて配付し、振込口座登録申込書の口座に

順次振込みます。※申請書提出から約2～３ヶ月後を目途としています。

給付金は、授業料以外の教育費（教科書費、学用品費、修学旅行費など）の負担軽減を目的と
しています。学校に納入しなければならない諸会費等が未納となっている場合は、給付金を活
用するようにしてください。

７ 給付金の使途と代理受領について

提 出 書 類

① 奨学のための給付金受給申請書（様式第１－３号）

・ 両面を漏れのないよう記入してください。

② 振込口座登録申込書（様式第３号）及び 口座通帳の写し

・ 必ず申請者（保護者等）名義の口座を記入してください。

③ 家計急変の発生事由
を証明する書類

・収入または所得が減少した方が提出

（両親どちらも減収の場合は２通）

⑴離職票、⑵雇用保険受給資格者証、⑶解雇通告書又は事業
所長発行の離職票、⑷破産宣告通知書、⑸廃業等届出等、⑹
家計急変による申請理由書（別紙３：県指定様式）のいずれ
か１つ

④ 家計急変前の収入を
証明する書類

保護者全員の令和4年度課税証明書で扶養親族の記載が省略

されていないもの（写し可）

⑤ 家計急変後の収入を
証明する書類

【会社員等の方】会社作成の給与見込書又は直近の給与明細
書（どちらも家計急変以降の直近３ヶ月分）

【自営業等の方】⑴税理士又は公認会計士の 作成した証明
書類又は、⑵年間収支見込計算書（別紙４：県指定様式）の
いずれか１つ

⑥ 扶養親族の人数・年
齢を確認するための書類

世帯全員分の健康保険証の写し

・別紙１（健康保険証等貼付台紙）に貼り付けてください。

１．家計急変による奨学のための給付金の申請では、必要に応じて、電話による家庭状況の問
い合わせ及び追加資料の提出依頼等があります。また、給付金支給後も世帯の状況を確認する
ことがありますのでご了承ください。

２．昨年度（令和３年度）家計急変申請を行い認定されている場合、今年度（令和４年度）の
住民税は非課税となることが原則ですので、通常申請で申請することになります。今年度非課
税とならなかったため家計急変で申請したいという場合は、家計急変月から最新月の収入（所
得）が確認できる書類が必要となる等、審査が厳格となりますのでご留意ください。



８ 奨学のための給付金（家計急変）に関するＱ＆Ａ

お 問 い 合 わ せ 先

新潟県就学支援金等支給事務センター（新潟県教育庁財務課）

☎ 025－280－5143 又は 025－280－5097

（受付時間：月曜日～金曜日（土日祝日を除く）９時～１７時）

ＨＰ （http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoikuzaimu/1356789784647.html）

Ｑ１ 生徒は新潟県内の高校に在学していますが、両親は他県で生活しています。給付金は申
請できますか？
給付金は保護者がお住まいの都道府県から支給されます。各都道府県で制度の詳細や申請手続きが異なり

ますので、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

Ｑ２ 父は解雇されましたが、母の勤務状況に変更がない場合も申請できますか？
勤務状況に変更のない母の１年分の年収も見込み、父と母それぞれが、扶養親族の人数ごとに設定した

基準額を下回れば、住民税非課税相当と見なして申請できます。

Ｑ３ 家計急変事由に該当しますが、以前から低収入（低所得）です。家計急変と通常支給の
どちらに申し込むべきですか？
低収入で、令和４年度の住民税が非課税である場合は通常期の申請に該当しますので、家計急変では申請

できません。

Ｑ４ 父は飲食店経営で、母は父の扶養対象ではなく会社にパート勤務しています。家計急変
対象の判断をするときに年収基準額と年間所得基準額とどちらでみますか？
父は自営業に該当するため、所得金額で判断することになります。母は会社員に該当するため、年収額

で判断します。父母それぞれ、扶養親族の人数ごとに設定した基準額を下回るか確認してください。

Ｑ５ 両親と祖父母と同居しています。同居している家族全員の県民税所得割額と市町村民税
所得割額が「非課税相当」でなければ、申請できませんか？
保護者（主に両親）の県民税所得割額と市町村民税所得割額が「非課税相当」であれば、同居している他
の家族の県民税所得割額と市町村民税所得割額が「非課税相当」でなくても、申請できます。

Ｑ６ ８月に父母が離婚し、母が親権者となり、家計が急変しました。申請はできますか？
保護者の離婚は家計急変にはあたらないため、認定になりません。

Ｑ７ 高校生の兄弟姉妹がいますが、まとめて申請できますか？
兄弟姉妹をまとめて１つの申請書では申請できません。必ず、生徒一人ごとに申請書を作成し、在学する

学校へ提出してください。

Ｑ８ 申請者は父ですが、母の口座に振り込むことはできますか？
申請者と振込先口座名義は同一となりますので、母の口座に振り込みたい場合は申請者を母にしてくだ

さい。その際、申請書【７．世帯の状況】の下欄に、母が生徒を扶養している旨を申し立ててください。

Ｑ９ 昨年度も家計急変申請したのですが、今年度も申請できますか？
昨年（R3.1～12）家計が急変したのであれば、令和４年度の県民税及び市町村民税所得割額は非課税になる

と考えられますので、通常申請での申請になります。ただし、家計急変月の関係で令和４年度が非課税になら
なかった場合は再度家計急変での申請は可能です。しかし、家計急変した月から最新月の給与明細等収入（所
得）がわかる書類すべてが必要となる等、審査が厳格となりますのでご留意ください。

保護者が〇〇県に在住
生徒が新潟県の学校に在学

新潟県

保護者 生徒

○○県

保護者が新潟県に在住
生徒が〇〇県の学校に在学

○○県

保護者 生徒

新潟県から給付○○県から給付

新潟県

４

（国立）

http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoikuzaimu/1356789784647.html
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